
日本酒持ち込みについてのカンボジア大使館との議事録 

 

【問い合わせ内容】 

カンボジアで開催される国際会議で、日本を PRするブースへの出展を検討している者で

す。書道と日本酒を披露しようと考えております。日本酒(アルコール度数 16%前後)は持

ち込めますでしょうか?アルコールの持ち込みを禁止している国などもあるそうです。 

持ち込み方法は手荷物でキャリーケースに入れるか、事前に配送するかの二択です。手荷

物の場合、航空会社の ANA に確認したところ、キャリーケースにいれても OKとのこと

でした。事前郵送の場合、DHL を使う予定です。ANAも DHL も、OK だけど、カンボ

ジアについてから、禁止しているから持ち込めなくなる可能性があるため、事前に、カン

ボジアに確認した方が良いと、アドバイスをいただいたのでこの度質問をさせていただき

ました。 

お手隙の頃にご教授ください。何卒よろしくお願い致します。 

 

【回答】 

お問合せに関し、回答が遅れまして申し訳ございません。 

カンボジアへ入国される際は、シェムリアップアンコール国際空港(SAI)を利用されるご 

予定との認識でよろしいでしょうか。シェムリアップアンコール国際空港から入国するこ

とを前提に、シェムリアップアンコール国際空港の税関に確認したところ、以下のとおり

回答がございましたのでご参考ください。 

なお、1名につき 2 リットル以上のアルコール類の免税範囲を超えて持ち込む際の申告や

課税の詳細については、個々のケースによりますので当方では分かりかねます。ご了承く

ださい。また、カンボジア入国にあたっての税関申告に関する詳細については、以下の在

日本カンポジア大使館もしくはカンボジア税関総局、ご出展予定の国際会議主催者側にお

青い合わせいただくのも一案かと存じます。 

(ハンドキャリーで持ち込む場合) 

・アルコール類の持ち込み自体は禁止されていない。 

・アルコール類持ち込みは 1名につき、2リットル未満であれば免税。 ※18歳以上の大

人に限る。 

(ご参考)税関総局公式ウェプサイト「乗客の持ち込み物品に関する免税範囲について」 

https://customs.gov.kh/en/customs-procedures/388-goods-or-personal-effect-of-

passenger?ref=384 
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